
調剤管理料・服薬管理指導料について

当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、
お薬手帳、医薬品リスク管理計画（ＲＭＰ）、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学
的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を
行っています。
また、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互
作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用
に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間
中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要
な服薬指導を行っています。



調剤明細書の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療非の自己負担のない方についても、明細書書を無料で
発行しています。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の
名称が記載されます。
御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合
その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望
されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。



医療DXを積極的に推進しています

当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを積極的
に推進しています。具体的には、以下の取り組みを行っています。

1. オンライン資格確認等システムの活用

オンライン資格確認等システムを通じて、患者さんの診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤や服薬指導に
活用しています。

2. マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）利用の促進

マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）利用を促進することで、患者さんの負担軽減と医療情報の
効率的な共有を目指しています。

3. 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス等の活用

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス等の導入に積極的に取り組み、医療機関との連携を強化しより
スムーズな医療提供を目指しています。
オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、「審査支払機関又は保険者への照会」のみであり、本人の
同意なく他の目的に利用することはできません。



感染・災害発生時に対応できる体制を備えています

当薬局は、皆様の健康を守るため、災害や新しい感染症が発生した

際に迅速に対応できる体制を備えています。

他の薬局や病院、行政機関と連携し、災害や緊急時でも安心して

薬を受け取れる仕組みを維持します。



保険対象外の費用についてのお知らせ

当薬局では療養給付（健康保険から給付される医療費）と直接関
係のない以下の項目においては、実費で負担をお願いしています。
ご了承ください。

長期収載品の選定療養

2024年10月1日より、一定の条件を満たす長期収載品（特許期間を終了
した医薬品）を選択した場合、従来の自己負担に加え、「選定療養費」を
負担する必要があります。
詳しくはスタッフまでお尋ねください。
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